
○東川町立小学校の区域外通学に関する取扱要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、学校教育法施行令（昭和 28年政令第 340号）第８条及び学校教

育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号）第 33条の規定に基づき、東川町教育委

員会（以下「委員会」という。）が指定した就学校を変更することができる場合の要

件及び手続き等を定めるものとする。 

（保護者の申立） 

第２条 指定された就学校について、保護者は、就学校変更申立書（様式１）により委

員会に就学校の変更申立を行うことができる。 

２ 就学校の変更申立のできる期間は、就学校を指定する通知を受けた日から就学すべ

き日の１箇月前までに行わなければならない。 

３ 在学児童の保護者は、第５条別表に掲げる事由が発生した場合は、速やかに申立を

行うことができる。 

４ 前項の場合、現に就学している学校長を通して申立をできるものとし、学校長の意

見書を添付することとする。 

（申立の周知） 

第３条 委員会は、就学校を指定する通知において、保護者が就学校の変更申立をでき

る旨を公示するとともに、就学校を変更できる場合の要件及び手続きに関し必要な事

項を定め、公表するものとする。 

（保護者の遵守事項） 

第４条 保護者は、申立をするにあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

（1） 児童の通学の安全確保に十分な配慮と責任をもって対応すること。 

（2） 学校の教育方針に賛同し、児童が学習活動を続けられるようにすること。 

（3） 学校の行事やＰＴＡ活動に協力し、参加すること。 

（4） 許可後において、申立の理由が事実と異なることが判明した場合及び申立の理

由が変更または消滅した場合は、就学校変更許可を取り消しするものとする。 

（就学校変更基準） 

第５条 就学校の変更ができる要件、申立書類、変更可能期間等の就学校変更基準は、

別表に定めるとおりとする。 

（申立等の決定通知） 

第６条 委員会は、第２条第１項に規定する保護者からの申立が相当と認めるときは、

就学校変更許可書（様式２）を保護者に通知するものとする。 

２ 委員会は、前条の規定により就学校の変更を許可したときは、就学校変更通知書（様

式 3-1・3-2）により、学校長に通知するものとする。 

３ 委員会は、前条の規定により不許可となったときは、就学校変更不許可通知書（様

式４）により、保護者に通知するものとする。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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